メール１１９緊急通報システム利用規約

南アルプス市消防本部が提供するメール１１９緊急通報システム（以下「メール１１９」という。）を利用される前に、当規約を必ずお読みいただき、全ての内容に同意された場合に限り、ご利用ください。

１　利用条件
1 　利用対象者は、聴覚・言語機能に障害があるなど、音声による１１９番通報が困難な方で、南アルプス市消防本部が管轄する地域に在住、在勤又は在学している方です。音声による通報が可能な方は音声による１１９番通報をご利用ください。
2 　登録後、明らかに音声による通報が可能であると南アルプス市消防本部側が判断した場合は、登録を取り消すことがあります。
3 　メール１１９の利用には、事前に利用者登録が必要です。
4 　利用に当たっては、インターネットに接続が可能なスマートフォン、タブレット端末、フィーチャーフォン、パソコン（以下「スマートフォン等」という。）などが必要となります。
5 　迷惑メールフィルタリング等をご利用の場合には、「@kofufire.jp」ドメインからのメールを拒否しないよう設定してください。
6 　送信エラーなどが発生し、利用できない場合は、「問合せ先」に記載の連絡先までご連絡ください。
7 　緊急通報以外の問合せ等には使用できません。

２　利用者登録
1 　複数の、スマートフォン等をご利用の場合は、１台ごとに登録が必要になります。また、１つのメールアドレスに対し登録は１つまでです。
2 　利用登録に当たっては、通報を受けた山梨国中地域消防指令センター（以下「指令センター」という。）が迅速に対応するための情報として、次の情報の登録が必要になります。
ア　氏名（フリガナ）
イ　生年月日
ウ　性別
エ　住所
オ　メールアドレス
3 　救急隊や消防隊が場所を特定するために使用する情報として、次の情報を登録することができます。いざという時に、指令センターが通報者との連絡を確保する上で貴重な情報ですので、登録することをお勧めします。
ア　電話番号
イ　ＦＡＸ 番号
ウ　よく行く場所
エ　緊急連絡先氏名（フリガナ）
オ　緊急連絡先続柄
カ　緊急連絡先電話番号、ＦＡＸ番号又はメールアドレス
4 　通報時に何らかの理由で指令センターから利用者に連絡が取れなくなってしまった際には、緊急連絡先に登録された方に居場所の問合せを行う場合があります。ご家族などの問合せにご対応いただける方を登録してください。※緊急連絡先を登録しようとする場合は、必ず事前に緊急連絡先として登録される方からの同意を得てください。
5 　以下の事由が発生した場合には、速やかに登録情報の変更又は利用中止の手続きを行ってください。
ア 転居やメールアドレスの変更等、既登録情報に変更があった場合
イ 端末の機種変更を行った場合
ウ 利用を中止したい場合

３　個人情報の取扱い
⑴　登録された個人情報につきましては、メール１１９を利用した緊急通報に係る業務の範囲内で使用し、目的外の使用はしません。
⑵　指令センターの管轄外から通報が行われた場合は、その場所を管轄する消防本部へ通報内容を連絡します。その際、登録された利用者情報も含めて管轄の消防へ連絡することがあります。
⑶　管轄消防本部から搬送先医療機関へ登録情報を含む通報情報を提供することがあります。
⑷　個人情報の開示・訂正・削除等の問合せは、南アルプス市消防本部までご連絡ください。なお、利用停止手続の際に、登録者様がご自身の個人情報の削除を別途請求した場合であっても、請求から削除までに一定期間を要します。
⑸　利用停止等に伴う登録取消しの後においても、通報記録に残される登録者情報及び通報内容並びに通信履歴は、メール１１９の運用保守及び消防救急業務の記録保全を目的として、相当の期間が経過するまで保管します。

４　通報時における注意点
⑴　指令センターでメール１１９による緊急通報を受信した場合、メールを受信したことを伝える返信メールを送信しますので受信できる状態にしてください。
⑵　メール１１９の利用を確実にできるように、登録しているメールアドレスに変更があった場合には、忘れずに登録情報の変更を行ってください。
　⑶　メール１１９は、一般の電子メール又は携帯端末サービスを利用しますので、届くのに時間がかかることや、届かないことがあります。
　⑷　送信して返信が届かない場合は、直ちに近くの人に助けを求めるなどの手段で通報してください。メール１１９は、利用登録時に記載したアドレスに限り、通報可能です。それ以外のアドレスからの通報は受信できません。
　⑸　緊急時に直ぐに送信できるように、あらかじめ火災・救急用の緊急通信用メールを作成しておくようにしてください。
　⑹　メール１１９緊急通報に用いる用語は日本語とし、絵文字等は使用しないでください。
　⑺　メール１１９緊急通報は、添付ファイルや画像等の特別なアプリケーションソフトに対応しませんので、添付ファイル等を送信しないでください。
　
５　利用料金
メール１１９は無料でご利用いただけますが、インターネットの接続に必要な通信料は利用者の負担となります。

６　サービスが利用できない場合
⑴　インターネットを利用しているため、通信事業者、プロバイダ事業者等の工事、メンテナンス及び混雑、通信電波状況により使用できない場合があります。
⑵　システムのメンテナンスを行う場合には、通報ができないことを事前に登録メールアドレスへ通知しますので、常にメールを受信できるようにしておいてください。

７　利用者の責任
　　利用者は、自己責任においてメール１１９を利用するものとします。サービスの利用に必要な機器の準備等は利用者の責任において行うものとします。南アルプス市消防本部及び指令センターは、メール１１９について慎重に管理しますが、利用者がメール１１９の利用に際して行った一切の行為、その結果及び当該行為によって被った損害について、損害の原因が、南アルプス市消防本部及び指令センターにある場合を除き何ら責任を負わないものとします。

８　禁止事項
　　利用者は他項に定めるもののほかに、メール１１９の利用にあたって、以下の行為又はそのおそれがある行為を行ってはならないものとします。以下の行為が認められた場合には、登録と取消し等の措置をとらせていただく場合があります。
⑴　法令、インターネット上で一般的に遵守されている規則等に違反する行為
⑵　他の利用者、南アルプス市消防本部及び指令センター又は第三者に不利益又は損害を与える行為
⑶　人権侵害、差別行為、これらを助長する行為
⑷　公序良俗に反する行為
⑸　法令に違反する行為
⑹　自殺を誘引又は勧誘する行為
⑺　虚偽の情報を登録・投稿・送受信する行為
⑻　メール１１９の運営を妨害する行為
⑼　メール１１９の信用を失墜、毀損させる行為
⑽　その他、南アルプス市消防本部及び指令センターが不適切と判断する行為

９　その他
⑴　利用するスマートフォン等は、端末ロックを行うなど、第三者に容易に操作されないよう厳重に管理してください。
⑵　明らかにいたずら通報と解される場合は、以後の通報の受信を拒否する場合があります。
⑶　登録されたメールアドレスが利用可能かどうかを確認するため、定期的にメールを送信させていただくことがあります。長期間にわたり応答がない場合には利用の停止又は登録の取消しが行われることがあります。

10　問合せ先
　　南アルプス市十五所1014番地
南アルプス市消防本部
電話番号　055-283-0119
Ｆ Ａ Ｘ　055-284-6071
メールアドレス　sshirei@city.minami-alps.lg.jp
